
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みみややぎぎのの消消費費生生活活情情報報  

発行／宮城県消費生活センター 

 

Information on Consumer Affairs of MIYAGI 

 

I N D E X 
◆お年寄りを狙う悪質商法に注意しましょう！ 

 
◆特定商取引法の基礎知識 第１章 

 ◆石油ストーブの事故に御注意ください 
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お年寄りを狙う悪質商法に注意しましょう！ 
 

◆国民生活センターＡＤＲについて 

県の消費生活センターには，お年寄りを狙った悪質商法に関する相談が多く寄せられてい

ます。お年寄りの中には，人の言うことを疑わず信用してしまい，だまされたことに気付か

ない事例が多く見られます。 

また，被害にあったと自覚していても，「恥ずかしい」，「他人に迷惑をかけたくない」

と思い，誰にも相談しない場合も少なくありません。 

今回は，お年寄りを狙う代表的な悪質商法について一緒に学び，被害を未然に防止しまし

ょう。 

① 投 資 勧 誘 

「値上がりするのは確実。絶対に儲かる」とか，「限ら

れた人しか購入できない。代わりに購入してくれれば高

値で買い取る」などと言って株や社債を購入させた後，

業者と連絡が取れなくなってしまうようなものです。 

 

海外での養殖オーナーに出資したが，約束された配当は全くなかった。 

こんな事例がありました 

 

 リスクなく資産を増やせるようなうまい話はありません。業者の言うことを鵜呑み

にせず，きっぱり断りましょう。 

 丌安なことがあったら一人で悩まず，家族や消費生活センターに相談しましょう。 

トラブルにあわないために！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定商取引法の基礎知識 第１章 

皆さん，悪質な事業者にだまされないようにするため，これから特定商取引法を少し

ずつ勉強していきましょう！！ 

特定商取引法には，消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に事業者が守るべき

ルール等が定められています。これまでは，「訪問販売」，「通信販売」，「電話勧誘販売」，

「連鎖販売取引」，「特定継続的役務提供」及び「業務提供誘引販売取引」の６つの取引

類型が規制の対象でしたが，昨今，事業者が家に押しかけて貴金属等を強引に買い取る

といった被害が増えてきたこともあり，新たに「訪問購入」も規制対象となりした。 

 次回からは，「訪問販売」について解説していきます。 

② 住 宅 リ フ ォ ー ム 工 事 

「無料で点検する」などと言って訪問し，点検後に「今すぐ工事しないと倒壊する危険性

がある」などと丌安をあおって，工事の契約を迫ります。 

 床下工事（床下換気扇，床下除湿剤） 

 屋根工事，耐震工事 など 

 

 

 契約を急がせる業者には要注意。その場で契約せず，数社から見積りを取ったり，

家族に相談するなどしてから，契約しましょう。 

 必要がない場合は，きっぱり断りましょう。 

 

トラブルにあわないために！ 

 

訪問業者から，「火災保険」に入ると保険金でリフォームできると

言われ，加入した。その後，業者にリフォームの見積りのみ依頼し

たところ，工事の契約を強く迫られた。 

こんな事例がありました 

まとめ 

 見知らぬ業者に，プライバシーに関わることを教えない。 

 必要がなければ，きっぱりと断る。 

 心配なことは，すぐに家族や消費生活センターに相談する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：独立行政法人製品評価技術基盤機構 

独立行政法人国民生活センターでは，身の回りで起こる様々な紛争に

ついて，当事者（消費者と事業者）以外の第三者に関わってもらいな

がら解決を図る ADR（裁判外紛争解決手続）を行っています。 

「裁判だとお金も時間もかかりすぎる。でも，泣き寝入りはしたくない。」，「相手と直

接交渉していては解決しそうにない。」，「中立的な専門家にきちんと話を聞いてもらっ

て解決したい。」というようなときは，ADR での解決を考えてみるのも有効な手段です。 

国民生活センターＡＤＲについて 

独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局 

電 話：03－5475－1979 

ＵＲＬ：http://www.kokusen.go.jp/adr/hunsou/index.html#madoguchi 

朝晩冷え込む季節になってきました。これから石油ストーブを出してお使いになる御

家庭も多いかと思います。お使いになる場合は，以下の点に十分注意しましょう。 

 

石油ストーブの事故に御注意ください 



 

発行／宮城県消費生活センター 

 


